
◆美容医療施術が不可である場合について（重要） 

当院での診察前に、必ず、ご一読下さい。 

 

下記に該当する方は、当院においては、美容施術を契約することが出来かねます。 

美容医療の質と安全性を考慮したうえでの当院での判断となります。 

よって、下記に該当する方は、お問い合わせの時点で、自己申告をお願いいたします。 

 

 

・当日の施術を希望する方 

（当院では、医師による事前カウンセリングにて副作用リスク・料金・適応について、 

説明内容を、すべてご理解いただいてからの施術となります。） 

 

・18 歳未満の未成年の方は、保護者の同意が得られない場合は、すべての美容施術を承る

ことが出来ません。当院では、「未成年同意書」に保護者の直筆による記名・捺印を必須事

項としております。初診時に保護者の同席が無い場合には、お電話による本人確認をさせて

いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

また、保護者に該当する方が、日本語による説明を理解できない場合（日本語以外の外国語

でないと理解できない場合）においては、契約不可となります。 

 

 

・国の指定難病に該当する方 

厚生労働省公式ホームページに掲載されている指定難病に該当する方は当院での美容施術

は、契約不可となります。難病の患者に対する医療等に関する法律第 5 条第 1 項に規定す

る指定難病一覧  

参照ページ：指定難病 ｜厚生労働省  

 

・てんかん発作の既往 

（薬剤服用中の方や、直近 1 年以内の発作がある方は契約不可の対象となります。 

発作が無かったとしても、施術後生じた場合には、契約不可とさせていただきます） 

 

・金の糸による美容施術の既往 

（当院での施術部位が、お顔以外であったとしても、契約不可の対象となります） 

 

・顔面における PRP 施術・鼻先オステオポール・メッシュ挿入がある場合 

（基本的には、その部位を避けての施術となります。美容施術によっては、承れないことが

御座いますのであらかじめご了承ください。） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html


 

・歯科インプラント 

（施術内容によっては、コットンやガーゼ挿入のうえ対応可能ですが、痛みを生じた場合に

は中断となりますのでご了承ください） 

 

・ 身体の障がいにより、全介助状態であったり意思の疎通が困難な方 

 

・極端にお肌が弱い方（注射針を刺しただけでも腫れやアレルギー症状が生じる方） 

 

・ケロイド体質の方  

（ケロイド痕が、施術箇所に該当する場合には、そちらを避けて施術することになります） 

 

・糖尿病の方  

（直近 1 か月以内の HbA1c≧7%。血糖コントロールが安定していても、美容施術の創傷治

癒遷延による感染を生じた場合には、中断し、契約不可とさせていただきます） 

 

・悪性腫瘍（全身あらゆる部位における）、皮膚がんあるいは皮膚がんの前癌状態 

 

・感染症（HIV・B 型肝炎・C 型肝炎・梅毒）、キャリアも含む 

 

・感染症の治療中（抗生剤・抗ウイルス薬使用中や、ドレナージ中の方は契約不可です） 

 

・コントロール不良な蕁麻疹 

（慢性・寒冷・特発性・日光性・運動性ほか予測し得ない蕁麻疹が生じる方） 

 

・ステロイド内服や塗布などの長期使用中、免疫抑制剤服用中、膠原病などの自己免疫性疾

患）ある場合 （創傷治癒の遅延に影響するため） 

 

・皮膚疾患（皮膚がん・リウマチ膠原病の皮疹・重篤な酒さ・乾癬・重度の尋常性ざ瘡など）

で、施術により拡大悪化の可能性が高い場合 

 

・金製剤内服歴のある場合 

 

・光線過敏該当薬を常時服薬している場合 

（一部の抗菌薬・降圧薬・脂質異常薬・NSAIDs・抗精神病薬・リウマチ関連の薬剤などが

該当することがございます。特にレーザー照射や光治療の施術を行う場合には禁忌となり



ます。服薬している場合には、休薬あるいは、処方医より光線過敏作用がない他剤へ変更し

てからの施術となります。） 

 

・妊娠中・産後３か月以内・授乳中の場合 

 

・施術で使用する麻酔薬のアレルギーがある場合 （過去に歯科麻酔や、手術時の麻酔で気

分不良・嘔吐・アナフィラキシー・アレルギー症状を生じた方） 

 

 

・アルコールアレルギーのある方 

（当院では、顔面に塗布する麻酔薬がアルコール含有となるので、塗布麻酔が必要な美容施

術を受ける場合には契約不可となります） 

 

・ 顔面や身体に麻痺のある方 

 

 

・ 日本語での会話が出来ない外国籍の方 

（当院スタッフによる筆談対応や翻訳機使用による通訳は出来かねます） 

 

・ 結婚式や披露宴・写真撮影の機会がある 1 か月以内の美容施術 

 

 

・ 施術当日に、過度の日焼けをしていたり、レチノールやピーリングなどによる皮むけ（赤

み）のある箇所は、その部位を避けて施術をすることになります。 

 

・ 広範囲のニキビにより施術が不可能な場合 

（皮膚科専門医による保険治療がなされている場合であっても、美容施術部位が上記状

態である場合には契約不可となります） 


